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対象者

申込み方法

自動起動機能付き
防災ラジオ

　避難行動要支援者で個別避難計画を作成した方

　ラジオ無償貸与申請書の提出をお願いします。
※申請書を提出する前に、個別避難計画の提出が必要です。

お問い合わせ・申請書提出先

〒201-8585　東京都狛江市和泉本町一丁目１番５号
狛江市 福祉保健部 福祉政策課

03-3430-1240（直通） fukuseikkr01@city.komae.lg.jp

災害に備えて個別避難計画を作成し…災害に備えて個別避難計画を作成し…

災害時等の緊急時に自動で起動します！災害時等の緊急時に自動で起動します！



避難行動要支援者・個別避難計画について避難行動要支援者・個別避難計画について

自動起動機能付き防災ラジオ貸出しまでの流れ自動起動機能付き防災ラジオ貸出しまでの流れ

避難行動要支援者とは
①75歳以上の一人暮らしの方で名簿への登録を希望する方
②75歳以上のみの世帯の方で名簿への登録を希望する方
③身体障害者手帳１級または２級取得している方
④愛の手帳１度または２度取得している方
⑤精神障害者保健福祉手帳１級または２級取得している方
⑥介護保険要介護３以上の認定を受けている方
⑦難病の患者に対する医療等に関する法律第５条第１項の規定による指定
難病の患者のうち、身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉
手帳を取得している方 等
※介護施設等に入所・入居している方は対象外です。

個別避難計画とは
　災害発生時等における避難行動要支援者に対する安否確認、避難誘導及
び避難所等での生活支援等を行うため、事前に作成する計画です。

①個別避難計画の作成・市への提出

②ラジオ無償貸与申請書の受取り（窓口配布）

③ラジオ無償貸与申請書の記入・市への提出

④ラジオ無償貸与決定通知の受取り

⑤ラジオ無償貸与決定通知を持って市役所へ

⑥自動起動機能付き防災ラジオ受取り


